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問�

　

こ
の
前
、
地
元
紙
に
市

内
小
友
町
山
谷
地
区
の
災

害
に
対
す
る
不
安
が
住
民

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い

た
。
高
齢
者
だ
け
で
避
難

せ
ざ
る
を
得
な
い
「
老
老

介
護
」、
若
者
な
ど
の
地

域
の
支
援
者
が
働
き
に
出

て
不
在
に
な
る
「
隠
れ
孤

立
」
な
ど
大
き
な
課
題
と

し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い

る
現
状
。
市
で
は
、「
遠

野
市
防
災
基
本
条
例
」
が

制
定
さ
れ
て
い
る
が
、
災

害
発
生
時
の
具
体
的
救
助

等
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。

答
（
市
長
）�

　

災
害
発
生
時
、
住
民
救

助
や
支
援
に
関
す
る
指
針

と
し
て
国
の
定
め
て
あ
る

災
害
対
策
基
本
法
の
規
定

に
よ
り
進
め
て
行
く
こ
と

が
、
遠
野
市
防
災
基
本
条

例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

問�

　

災
害
救
助
法
が
適
用
さ

れ
な
い
災
害
支
援
が
生
じ

た
場
合
、
支
援
方
法
や
体

制
は
整
っ
て
い
る
の
か
。

答
（
市
長
）�

　

市
で
は
、
災
害
救
助
法

に
該
当
し
な
い
自
然
災
害

等
の
救
助
支
援
対
応
は
、

従
来
か
ら
適
用
基
準
に
関

わ
ら
ず
救
助
及
び
支
援
活

動
を
実
施
し
て
い
る
。

問�

　

常
に
災
害
発
生
に
備
え

予
算
を
計
上
し
つ
つ
、
直

ち
に
出
動
で
き
る
体
制
を

条
例
化
し
対
策
を
構
築
し

て
い
る
自
治
体
も
あ
る
。

当
市
で
も
必
要
性
が
あ
る

と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答
（
市
長
）�

　

災
害
救
助
法
が
適
用
さ

れ
な
い
場
合
の
、
救
助
及

び
支
援
に
関
す
る
災
害
救

助
支
援
条
例
を
制
定
し
、

そ
の
費
用
負
担
が
行
政
に

な
る
こ
と
に

備
え
、
財
源

を
確
保
す
る

た
め
の
基
金

条
例
も
制
定

し
て
い
る
自

治
体
が
あ
る

こ
と
を
承
知

し
た
。
今
後

検
討
し
て
い

き
た
い
。

問�

　

岩
手
県
下
33
市
町
村
の

介
護
保
険
料
の
平
均
、
遠

野
市
の
実
態
と
今
後
の
保

険
料
額
の
見
込
み
は
ど
う

か
。答�

　

国
が
発
表
し
た
平
均
保

険
料
基
準
月
額
で
岩
手
県

は
、
５
９
５
５
円
と
な
っ

て
い
る
。
県
下
に
お
け
る

遠
野
市
の
保
険
料
基
準
月

額
は
５
４
２
５
円
で
24
の

保
険
者
中
、
20
番
目
の
額

と
な
っ
て
い
る
。
今
後
、

２
０
２
５
年
度
の
基
準
月

額
は
７
千
円
前
後
に
な
る

と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

問�

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

整
備
目
標
は
。

答�

　

住
み
慣
れ
た
地
域
で
生

活
す
る
た
め
に
、
医
療
、

介
護
の
両
面
で
在
宅
介
護

を
支
え
る
「
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看

護
」
の
整
備
を
す
る
予
定

で
あ
る
。

災
害
対
応
の
強
化
と
支
援
は
大
丈
夫
か

改
正
さ
れ
た

介
護
保
険
料
、

遠
野
市
は
高
い
の
か
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一問一答方式

問�

　

就
職
や
移
住
に
つ
い
て

の
積
極
的
な
情
報
発
信
、

市
内
で
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ

ッ
プ
や
就
職
試
験
へ
の
交

通
費
や
宿
泊
費
の
助
成
支

援
な
ど
、
大
学
と
連
携
し

た
就
労
・
移
住
定
住
支
援

に
取
り
組
む
べ
き
で
は
。

答
（
市
長
）�

　

先
行
事
例
を
参
考
に
大

学
と
の
連
携
を
密
に
し
て

い
く
。

問�

　

奨
学
金
返
還
支
援
制
度

を
導
入
し
て
は
。

答
（
市
長
）�

　

若
者
を
呼
び
込
む
新
し

い
方
策
と
し
て
検
討
す
る
。

問�

　

中
学
・
高
校
生
に
対
し

て
の
取
り
組
み
の
充
実
を
。

答
（
市
長
）�

　

事
前
学
習
会
や
振
り
返

り
の
機
会
を
設
け
る
等
、

学
校
現
場
、
関
係
機
関
と

連
携
し
充
実
を
図
る
。

問�

　
「
ふ
る
さ
と
応
援
名
物
宣

言
」制
度
を
活
用
し
て
「
ジ

ン
ギ
ス
カ
ン
」 「
ホ
ッ
プ・ビ
ー

ル
」 「
ど
ぶ
ろ
く
」の
ブ
ラ
ン

ド
化
を
図
り
、地
域
経
済
の

好
循
環
に
取
り
組
ん
で
は
。

答
（
市
長
）�

　

関
係
者
と
知
恵
を
出
し

な
が
ら
、
仕
組
み
づ
く
り

に
取
り
組
む
。

問�
　

コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー

ス
の
整
備
な
ど
中
心
市
街

地
へ
の
企
業
誘
致
の
必
要

性
は
。

答
（
市
長
）�

　

空
き
店
舗
対
策
に
も
な

る
。
積
極
的
に
活
路
を
見

い
出
し
た
い
。

問�

　

国
際
・
全
国
大
会
参
加

者
へ
の
ス
ポ
ン
サ
ー
募
集

な
ど
応
援
制
度
を
。

答
（
市
長
）�

　

更
な
る
充
実
を
図
り
た

い
。

問�

　

終
末
期
医
療
、
自
宅
で

の
み
と
り
を
支
え
る
体
制

の
充
実
は
。

答
（
市
長
）�

　

入
院・退
院
時
の
医
療
と

介
護
の
連
携
を
マ
ニ
ュ
ア
ル

化
し
た
。
ま
た
関
係
者
の

枠
組
み
を
広
げ
た
新
し
い

組
織
を
調
整
し
て
い
る
。

問�

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
技
術
を
活
用

し
た
積
極
的
な
取
り
組
み

も
必
要
で
は
。

答
（
市
長
）�

　

岩
手
中
部
地
域
の
医
療

機
関
、薬
局
や
介
護
施
設
、

行
政
間
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
活
用
し
患
者
の
情
報

を
共
有
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
協
議
会
に
、
積
極
的
に

参
加
す
る
。

問�

　

成
年
後
見
制
度
の
周
知

啓
発
、利
用
支
援
、市
民
後

見
人
の
養
成
が
必
要
で
は
。

答
（
市
長
）�

　

釜
石
市
、
大
槌
町
と
共

同
で
、
専
門
相
談
や
市
民

後
見
人
の
養
成
等
を
行
う

成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
を
設

立
し
、
支
所
を
設
置
す
る

予
定
で
あ
る
。

問�

　

地
域
で
の
支
え
合
い
・

助
け
合
い
、
見
守
り
、
終

活
支
援
の
充
実
を
。

答
（
市
長
）�

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
を
進
め
る
な
か
で
、
先

進
事
例
も
参
考
に
関
係
部

課
と
連
携
を
図
り
充
実
さ

せ
る
。

小林 立栄  議員
（無会派）

産
業
と
交
流
の
元
気
な

ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を

安
心
の
長
寿
社
会

に
向
け
て

一問一答方式

※LGBTの注釈について不正確で誤解を招く表現がありました。訂正のうえ、お詫び申し上げます。
　�LGBT～レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（心と体の性
が一致しない人）の英語の頭文字をとった言葉。これらに含まれない性的少数者全体を示す総称として使われることもある。

※投票環境の整備についての答弁は、市長ではなく選挙管理委員会委員長でした。訂正のうえ、お詫び申し上げます。

議会だより53号の
訂正について

遠野らしい一次・二次・三次産業の連携を促す
仕組みが重要。

日ごろから訓練に励み、消防操法競技会で成果を上げる
消防団員

市政を問う（文責本人） 市政を問う（文責本人）


